
社会福祉法人 雲柱社

虹のひかり保育園

０９０－２９１０－７０８１

２０２５年度 一時保育（あじさい組）のご案内

１．一時保育の目的
保育需要の多様化に伴い、一時保育事業を実施することにより、家庭における保育を支援し、児童福祉の

増進を図ることを目的とします。

2．対象児童 狛江市在住の生後57日以上2歳（１歳クラス）の年度末までの児童
＊現在、保育施設等に入所している児童は対象になりません。

3．利用要件
（１）保護者の就労，就学等により家庭での保育が断続的に困難な場合であること。

…原則週３日利用が可能です。

（２）保護者の疾病、入院、冠婚葬祭等社会的にやむおえない理由により、緊急かつ、一時的に家庭におけ

る保育が困難な場合であること。

…１回の理由につき、土日祝を除いた連続して１０日以内の利用が可能です。

（３）育児に伴う身体的・心理的負担を解消する等の特段の理由があること。

…原則週 1日利用が可能です。

4．利用日時 月～金曜日（土・日・祝日・年末年始を除く）の午前９時～午後５時まで

5．定員等 ４人 （生後５７日以上、２歳の年度末までの児童）

6．申し込み
（１）虹のひかり保育園携帯電話にご連絡ください。電話受付時間は、

月～金曜日の午前９時～午後５時 ０９０－２９１０－７０８１となります。

（２）来園いただき面接後、登録になります。面接日には、お子さんとご一緒にいらしてください。

以下の①②③を記入して（④必要なご家庭のみ）お持ちください。

（３）給食等はありません。ミルクや離乳食、おやつ及び飲み物をお持ち下さい。

（４）薬はお預かりできません。

（５）申込受付開始日は以下の表の通りです。

＊受付開始日(毎月２･１７日)が土・日・祝日及び年末年始にあたる場合は、翌日以降最初の平日が受付

開始日となります。

7．利用時間・利用料金（１人１日） ＊0歳は１日4時間以内

＊やむを得ずお迎えが１７：００を過ぎた場合、２０００円を上限に、別途園で定める金額を徴収となります。

８．支払方法
〇当日現金払い（お釣りのないよう、ご用意ください。）未納がある場合はご利用できなくなる場合があります。

○生活保護受給世帯・前年度市民税非課税世帯・災害等特別な事情で保育料を支払うことが,困難と認められた

場合は、申請の上利用料金が免除されます（詳細はご相談ください。）

〇償還払いには、領収書が必要となります。お支払いの際、領収書を必ずお受け取り下さい。

２０２５年 ４月
２(水) １７(木)

５月
２(金) １９(月)

６月
２(月) １７(火)

７月
２(水) １７(木)

８月
４(月) １８(月)

９月
２(火) １７(水)

１０月
２(木) １７(金)

１１月
４(火) １７(月)

１２月
２(火) １７(水)

２０２６年 １月
５(月) １９(月)

２月
２(月) １７(火)

３月
２(月) １７(火)

区分 利用時間 利用料金

午前９時から午後１時

午後１時から午後５時
４時間以内 １５００円

午前９時～午後５時
４時間以上

８時間以内
３０００円

①「虹のひかり保育園一時保育登録申請書」

②「健康記録表」

⓷「母子手帳の写し」（現在の月齢に近い検診のページ）

④「健康診断書」：食物アレルギー他、健康面で心配していることがあるご家庭のみ


